
●次の⑴と⑵の両方の条件を満たす方が対象です。⑴と⑵は、いずれも雇用保険受給資格者証（見本参照）
で確認します。

　 ⑴ 失業時点で６５歳未満の方（見本「５．離職時年齢」欄で確認します。）
⑵ 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者（見本「１２．離職理由」欄で確認します。）

※「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の方は、対象になりません。

●雇用保険受給資格者証（原本）
●国民健康保険証（すでに国保に加入されている方）

（第１面）

※「特例受給資格者証」「高年齢受給資格者証」をお持ちの方はこの減免申請の対象ではありません。

34 正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間１２カ月未満）

（見本）

23 期間満了（雇用期間３年未満更新明示無し）

33 正当な理由のある自己都合退職

12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

２３．　再　　就　　職　　手　　当　　支　　給　　歴 ２４．　特　　殊　　表　　示　　（　災　害　時　、　一　括　、　巡　相　、　市　町　村　　）

１２．　離　　　　　　職　　　　　　理　　　　　　由

６５歳未満の非自発的失業者の軽減について

対象となる方

申請に必要な書類

32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

21 雇止め（雇用期間３年以上雇止め通知有り）

22 雇止め（雇用期間３年未満更新明示有り）

31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

雇 用 保 険 受 給 資 格 者 証

離職理由
コード

離職理由例

11 解雇

１５．　給　　　　　　付　　　　　　制　　　　　　限

１６．　求　　職　　申　　込　　年　　月　　日 １７．　　認　　　　　　　　　定　　　　　　　　　日 １８．　　受　給　期　間　満　了　年　月　日

１０．　資　格　取　得　年　月　日

１３．　６０　歳　到　達　時　賃　金　日　額

１１．　離　　　　職　　　　年　　　　月　　　　日

１４．　　離　　職　　時　　賃　　金　　日　　額

２．　氏　　　　　　　　　名

７．　求　　　職　　　番　　　号

８．　　　住　　　　所　　　　又　　　　は　　　　居　　　　所

１．　　支　　　　　　給　　　　　　番　　　　　　号

３．　　被　　　保　　　険　　　者　　　番　　　号 ４．性別 ５．離職時年齢 ６．　生　　年　　月　　日

失業保険を受給される方で「１２．離職理由」の数字が以下の離職理由コードであれば保険料の減免申請をすることができます。

離職者区分

特
定
受
給
資
格
者

特
定
理
由
離
職
者

９．　支払方法（記号（口座）番号・金融機関名・支店名）

１９．　基　　本　　手　　当　　日　　額 ２０．　所　　　定　　　給　　　付　　　日　　　数 ２１．　通　　算　　被　　保　　険　　者　　期　　間

２２．　離　　　　　職　　　　　前　　　　　事　　　　　業　　　　　所　　　　　名



　

●要件を満たす非自発的失業者の人の保険料は失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を３０％として
算定します。
ただし、世帯に属するそのほかの被保険者の所得は通常の額として算定します。

●高額療養費などの所得区分判定も前年の給与所得を３０％として算定します。

※給与所得以外の所得（不動産、年金、営業など）は１００％で算定します。

軽減措置


